
                                                           

 

令和４年度の学校給食について  

 

美 濃 加 茂 市 教 育 委 員 会 

学 校 給 食 セ ン タ ―  

 

日頃は、学校給食事業にご理解とご協力をいただき厚く御礼申し上げます。 

学校給食は学校教育の一環として、栄養バランスの取れた食事を皆で一緒に食べながら、

楽しいふれあいのなかで、子どもたちの健康と心身の成長を育むことを目的にしています。  

コロナ禍において黙食による給食となっておりますが、お子さまの学校給食について、次

のとおりお知らせしますので、ご理解とご協力をお願いします。  

  

◎学校給食の主なねらい  

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

◎給食費の納付について  

 

給食費は、納付していただいた全額を献立の食材費に充てています。保護者の皆様にご

負担いただく給食費は、次表のとおりです。  

   給食費は、学校が副教材費など学年費とあわせて徴収を行っています。１年分を４月

から２月までの１１回に分けて、口座引き落し（口座振替）で納付していただきます。

納付回数、口座引き落し日および学級閉鎖等による返金方法などは学校によって異なり

ます。詳しくは学校からのおたよりをご覧ください。 

 

●口座引き落し日の前日までに預金残高をご確認いただき、残高が不足する場合はご入

金をお願いします。 

 

給食費  小学校  中学校  

年 額  食数×１食単価    食数×１食単価  

 ４月～１月    4,600円   5,100円 

２月  調整額 調整額 

１食あたり     260円 290円  

  

概算

月額 

※現在は給食時間の黙食を徹底しています 



 

※２月の調整月で概算徴収額と実際の食数で算出した年額を精算し、調整額を口座振替に

て納付していただきますので、３月の納付はありません。３月に学級閉鎖や長期欠席があ

った場合は、個別に学校からお知らせして返金等の対応をいたします。  

※口座振替日等について、学校からおたよりでお知らせします。  

※口座振替手数料（1件 10円）をご負担願います。  

※給食費の納付に関してお困りやご心配などがありましたら学校にご相談ください。  

 

 

◎給食費に関する美濃加茂市の負担について  

 

給食を作るためには、調理に必要な機械器具購入費、維持管理費、人件費や光熱水費な

どの経費がかかっており、美濃加茂市が一般会計から負担しています。近年の野菜の高騰

などにより給食費で食材費をすべて賄うことができなくなっていますので、不足する費用

は市で負担しています。次のような場合も市で食材費の一部を負担しています。 

 

 

 

 

 

 

   ◎学校給食の年間計画について 

 

（１）年間給食実施計画日数  ２０１日（予定） 

 

  （２）給食の実施予定（給食センター調理日数） 

         １学期  ６９日 

       ２学期  ８１日 

        ３学期  ５１日  ※給食のある日は学校・学年で異なります。  

 

   ●美濃加茂市では食品ロスの削減や地域で生産した農産物等をその地域で消費する取

組みである「地産地消」の推進などを SDGｓ（持続可能な開発目標）モデル都市として

取り組んでいます。 

     

  （３）給食センターの概要および予定献立表について  
※市公式ホームページ「教育総務課」「学校給食」に掲載しています。 

 

  

●お問い合わせ先                    

美濃加茂市教育委員会事務局 

教育総務課学校給食センター              

☎0574-26-3623 

  

   

② 台風等の災害時の臨時休校により給食中止となった場合の食材費や救給カレー購入費   

③ 「地産地消」の推進に必要な費用 等 
    

  

  

① 新型コロナウイルス等感染症対策で休校・学級閉鎖等により給食中止となった場合の食材費 


